
性
を
高
め
る
目
的
で
改
修
を
行
う
市

民
の
方
に
、
改
修
費
用
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
住
宅

三
鷹
市
木
造

住
宅
耐
震
診
断
助
成
制
度
に
基
づ
き

耐
震
診
断
を
受
け
た
結
果
、「
危
険
」

ま
た
は
「
や
や
危
険
」
と
診
断
さ
れ

た
住
宅
。

市
内
の
建
築
関
連
事
業
者
に
改
修

工
事
を
発
注
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
助
成
金
額

助
成
金
額
の
上
限
は

い
ず
れ
も
40
万
円
ま
で
。

◇
障
害
者
世
帯
・
高
齢
者
世
帯

耐

震
改
修
費
用
の
２
分
の
１
。

◇
そ
の
ほ
か
の
世
帯

耐
震
改
修
費

用
の
３
分
の
１
。

※
障
害
者
世
帯
＝
①
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
、

障
害
の
程
度
が
１
級
か
ら
４
級
ま
で

の
方
を
含
む
世
帯
、
②
重
度
も
し
く

は
中
度
の
知
的
障
害
者
（
愛
の
手
帳

の
場
合
は
１
度
か
ら
３
度
）
ま
た
は

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
方
で
、
そ
の
障
害
の

2

広報
防災

代表電話10422-45-1151No.1295 2004.11.21

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
を

助
成
し
て
い
ま
す

災
害
時
に
生
命
と
財
産
を
守
る
た

め
、
既
存
の
木
造
住
宅
の
安
全
性
を

高
め
る
目
的
で
耐
震
診
断
を
行
う
市

民
の
方
に
、
調
査
費
用
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
住
宅

◇
市
内
に
あ
る
現
に
居
住
し
て
い
る

在
来
軸
組
工
法
の
木
造
住
宅
で
、
新

耐
震
設
計
基
準
（
昭
和
56
年
６
月
１

日
施
行
）
前
に
建
築
し
、
所
有
者
が

個
人
で
あ
る
こ
と
。

◇
三
鷹
市
木
造
住
宅
構
造
調
査
会
に

よ
る
耐
震
診
断
を
受
け
る
住
宅
で
あ

る
こ
と
。

◆
調
査
費

３
万
６
千
円
（
う
ち
２

万
４
千
円
を
市
が
助
成
）。

◆
診
断
の
方
法

市
が
実
施
し
た
養
成
講
習
会
を
修
了

し
た
市
内
在
住
の
調
査
士
に
よ
り
構
成

さ
れ
た
三
鷹
市
木
造
住
宅
構
造
調
査
会

に
よ
る
耐
震
診
断
を
行
い
ま
す
。

こ
の
診
断
は
、
可
能
な
限
り
外
観

調
査
、
基
礎
の
一
部
掘
削
調
査
、
床

下
と
屋
根
裏
の
調
査
、
間
仕
切
り
調

査
、
筋
か
い
な
ど
の
確
認
を
目
視
に

よ
り
行
い
ま
す
。

▼
住
宅
の
階
高
、
建
築
年
次
を
確
認

し
、
ま
ち
づ
く
り
建
築
課
（
市
役
所

５
階
y
番
窓
口
1
内
線
２
８
６
７
）

へ
直
接
ま
た
は
電
話
で
申
し
込
む
。

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
費
用

を
助
成
し
て
い
ま
す

耐
震
診
断
を
受
け
た
住
宅
の
耐
震

程
度
が
１
級
ま
た
は
２
級
の
方
を
含

む
世
帯
、
③
戦
病
者
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
で
、
第
１
款
症
以
上

の
障
害
の
方
を
含
む
世
帯

※
高
齢
者
世
帯
＝
65
歳
以
上
の
申

請
者
お
よ
び
60
歳
以
上
ま
た
は
18
歳

未
満
の
同
居
の
親
族
で
構
成
さ
れ
る

世
帯※

そ
の
ほ
か
の
世
帯
＝
右
記
以
外

の
世
帯

▼
工
事
を
契
約
す
る
前
に
、
必
要
書

類
を
添
え
て
ま
ち
づ
く
り
建
築
課

（
市
役
所
５
階
y
番
窓
口
1
内
線
２

８
６
７
）
へ
申
し
込
む
。

申
請
書
は
、
同
課
ま
た
は
三
鷹
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
し
て
く
だ

さ
い
。

武蔵境駅 
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こ
れ
ま

で
、
「
飼
い

主
の
い
な
い

ネ
コ
（
い
わ

ゆ
る
野
良
ネ

コ
）
」
に
つ

い
て
は
、
ふ

ん
尿
や
い
た

ず
ら
な
ど
の

被
害
に
あ
っ

て
も
効
果
的

な
対
策
が
あ

り
ま
せ
ん
で

し
た
。
ま
た
、

単
に
か
わ
い

そ
う
だ
か
ら
と
、
安
易
に
エ
サ
を
与

え
る
だ
け
の
人
も
い
ま
す
。

単
に
エ
サ
を
与
え
る
だ
け
の
行
為

は
、「
野
良
ネ
コ
」
を
さ
ら
に
増
や

し
て
し
ま
う
結
果
と
な
り
、
マ
イ
ナ

ス
面
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
結
果
、

ネ
コ
の
被
害
を
受
け
て
い
る
方
は
、

ネ
コ
を
憎
む
よ
う
に
な
り
、
エ
サ
を

与
え
て
い
る
人
と
の
感
情
的
な
問
題

や
、
ネ
コ
を
傷
つ
け
る
な
ど
の
虐
待

も
起
き
て
き
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
近
年
、
飼
い

主
の
い
な
い
ネ
コ
の
問
題
を
地
域
の

問
題
と
し
て
と
ら
え
、
ネ
コ
を
排
除

す
る
の
で
な
く
、
そ
の
地
域
の
み
な

さ
ん
の
合
意
の
も
と
に
、
ネ
コ
を
適

正
に
管
理
し
な
が
ら
共
生
し
て
い
こ

う
と
い
う
「
地
域
ネ
コ
」
活
動
へ
の

取
り
組
み
が
、
都
内
で
も
広
が
り
つ

つ
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
飼
い
主
の
い
な
い

ネ
コ
に
「
避
妊
・
去
勢
手
術
」
を
行

い
、
こ
れ
以
上
ネ
コ
が
増
え
な
い
よ

う
に
し
た
上
で
、
適
切
に
エ
サ
を
与

え
、
食
べ
残
し
や
ふ
ん
の
掃
除
を
し

て
管
理
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
的
な
活
動
で
す
。

「
地
域
ネ
コ
」
活
動
や
、
飼
い
主
の

い
な
い
ネ
コ
と
の
共
生
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。
ご
提
言
や
ご
意
見
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
環
境
対
策
課
1
内
線
２
５

２
３
ま
で
、
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。

◆市議会本会議の傍聴・手話通訳の申し込み
市議会本会議は公開されており、本会議当日に市役所３階議場東側
の傍聴受付で手続きをすれば、どなたでも傍聴できます。
聴覚障害者の方で本会議の一般質問の日に手話通訳を希望される方
は、日程をご確認のうえ、前々日までに希望する傍聴日（氏名、連絡
先、日付、全日・午前・午後を記入）をファクスでご連絡ください。
e議会事務局545-1031・1内線3113

12月市議会が始まります
市議会定例会の予定（12月）

２日 本会議（一般質問）
３日 本会議（一般質問）
６日 本会議（議案上程・決算委員会審査報告）
９日 本会議（議案・請願などの審議）

10日・13日・14日 常任委員会
15日・16日 特別委員会

22日 本会議（議案などの審議）

※日程は、変更になる場合もあります。
e議会事務局1内線3114

～みなさんのご意見をお寄せください～�

立
川
防
災
館

特
別
パ
ネ
ル
展
示

12
月
26
日
a
ま
で
同
館
で
。

◇
つ
け
て
安
心
わ
が
家
の
防
火
〜
備

え
よ
う
住
宅
用
火
災
警
報
器
〜

◇
お
っ
と
危
な
い
！
こ
ん
な
時
〜
住

宅
防
火
編
〜

◇
階
段
・
廊
下
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
〜
避
難
路
模
型
の
展
示
〜

e

同
館
（
立
川
市
泉
町
１
１
５
６

―
１
）
1
042
―
521
―
１
１
１
９

市
で
は
本
事
業
に
つ
い
て
電
話

や
戸
別
訪
問
で
の
Ｐ
Ｒ
は
行
っ
て

い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
特
定
の
業
者

に
委
託
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

市
と
の
関
連
を
語
っ
て
訪
れ
る
業

者
な
ど
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【備えよう、非常持ち出し品】
◆一次持ち出し品 避難に支障がない程度に。目安は成人男子15 、女子10
◇貴重品 現金、通帳や保険証などの番号の控
◇非常食料 火を通さなくても食べられるもの
◇飲料水
◇応急医薬品 病人やお年寄りの常備薬も
◇衣類 下着・上着、雨具、防寒具、紙おむつ、タオルなど
◇トランジスターラジオ 予備乾電池
◇照明器具 懐中電灯（できれば一人１個）、マッチ、ライター
◆二次持ち出し品 震災後の生活を守る物資の準備１人３日分程度
◇水 飲料水は一人１日3リットルが目安。洗濯、洗面、水洗トイレなどに使
う生活用水は、浴槽や洗濯機に貯水しておく。
◇食料品 米は一定量まで減ったら買い足す。お年寄りや乳幼児、病人のた
めの粉ミルクや離乳食、流動食など。ナイフ・缶切り・栓抜きも忘れずに。
◇燃料 卓上こんろのガスボンベは十分なストックが必要（１本で約２時間）。
練炭や木炭を使用するときは、換気や火災に要注意。

【確認しよう、避難場所】
◆一時避難場所 火災などに対し一時的に避難を行うためのオープンスペー
ス。学校の校庭、公園、グラウンド、ゴルフ場、広場など。
◆広域避難場所 火災が拡大して危険な場合に避難する広大なスペース。井
の頭公園、野川公園、新川団地一帯など。
◆避難所 一定期間の避難生活を送るための場所。一時避難場所を兼ねてい
ることも多く、防災拠点として食糧、水、生活用品などの配給が行われる。
市立の小・中学校（一中を除く）、コミュニティセンターと明星学園小中学
校、都立三鷹高校、国際基督教大学が指定されています。

【自主防災組織】
市内には、７つのコミュニティ住区ごとに市民の自主防災組織があり、「自
分たちのまちは自分たちで守ろう」を合言葉に活動しています。

e防災課1内線2284

キ
ロ

キ
ロ

地区 住所（事務局） （電話）

大沢地域防災対策本部 大沢4-25-30 32-6986
三鷹市東部住区防災連合会 牟礼7-6-25 49-3441
三鷹市西部地区住民協議会 井口1-13-32 32-7141
三鷹市井の頭地区住民協議会 井の頭2-32-30 44-7321
新川中原地区防災対策連合会 新川1-11-1 49-6568
連雀地区住民協議会・防災対策特別委員会 下連雀7-15-4 45-5100
駅前地区自主防災連合会 下連雀3-13-10 71-0025

見直そう防災対策

A市立第一小学校
B市立第二小学校
C市立第三小学校
D市立第四小学校
E市立第五小学校
F市立第六小学校
G市立第七小学校
H市立大沢台小学校
I市立高山小学校

一時避難場所

J市立南浦小学校
K市立中原小学校
L市立北野小学校
M市立井口小学校
N市立東台小学校
O市立羽沢小学校
P仙川ゴルフ練習場
Q市立第二中学校
R市立第三中学校

S市立第四中学校
T市立第五中学校
U市立第六中学校
V市立第七中学校
W新川あおやぎ公園
X春光スポーツ倶楽部
Y明星学園小中学校
Z明星学園高等学校
[東京女子大学

\都立三鷹高等学校
]大成高等学校グラウンド
^下連雀総合運動場
_久我山ゴルフセンター
`三鷹ゴルフセンター
a三鷹台綜合ゴルフ練習場
b武蔵グラウンドゴルフ場


